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緩和ケアの推進

１ 趣 旨

がんと診断された早期から、患者や家族に対して緩和ケアを提供することは、療養生活を支えて

いく上で重要であることから、入院から在宅まで切れ目ない緩和ケア提供供給体制の確立を目指す。

島根県がん対策推進計画では、緩和ケア提供体制の確立を重点施策に位置づけ、総合的な緩和ケア

の取り組みを実施する。

２ 事業の概要

（１）緩和ケア総合推進事業

島根県の緩和ケアを総合的に推進するための施策を検討する「島根県緩和ケア総合推進委員

会」の開催や、緩和ケアの普及啓発を目的に講演会やシンポジウムを開催する。

（２）緩和ケアにかかる医師等研修事業

緩和ケアに関する医療従事者の資質向上を図るため、医師等を対象とした緩和ケア研修会を開

催し、がん診療連携拠点病院等を中心として各地域における緩和ケアの充実を図る。

（３）在宅療養への移行促進事業

入院から在宅に至る切れ目のない医療提供体制の確立を目指して、がんの入院患者の在宅療養

が促進することを目的とする事業を実施する。

３ 平成２２年度予算額

７,７１３千円 （担当課 医療政策課）

精神医療提供事業

①精神科救急医療体制整備事業

１ 趣 旨

精神科救急情報センター（２４時間医療相談事業）を設置することにより、当事者・家族、警察

・消防関係者等からの精神科医療相談に２４時間対応可能となり、症例に応じた適切な受療行動に

つなげ、精神障がい者の疾患の重篤化を軽減します。

２ 事業の概要

（１）精神科救急情報センター運営事業

精神科救急情報センターを各保健所及び県立こころの医療センターに設置し精神医療相談等に

２４時間対応するための体制を整備します。

・精神保健指定医、応急入院指定病院等への連絡調整

・精神障がい者、保護者、警察・消防関係者からの相談対応

・精神医療相談窓口の設置

（２）精神科救急医療施設事業

精神科病院において空床を確保し、精神科救急患者の医療対応や入院を必要とする場合に入院

できる体制を整備します。

３ 平成２２年度予算額

６１，２０５千円 （担当課 障がい福祉課）


